
江川駐在所だより

春の交通安全運動県民総ぐる運動の実施について
４月 6 日（土）～４月１５日（月）までの１０日間

〇こどもたちが、安全に通行出来るように、地域ぐるみで通学時間帯など、こどもたちの

交通事故防止を図りましょう。

〇車の運転手は、横断歩道の手前での減速義務や歩行者優先義務などの法律上の義務を必

ず守りましょう。

〇自転車とヘルメットは、ワンセットです。ヘルメットを必ず着用しましょう。

子供の安全対策について（家庭のルール）
お子様の安全を確保するため

〇子供の通学路やよく通る道を親子で点検し、死角になる場所がないか、
危険な場所がないかチェックする

〇出かけるとき「誰と、どこに、何をしに、何時に帰る」を言ってから
家を出る習慣をつけさせる

〇子供が１人で留守番をする場合、あらかじめ来客時の対応方法を決めておく

ようにお願いします。

江川駐在所からのお知らせ
先月、那須烏山内の個人宅宛てに警察官を騙り、「詐欺の犯人を捕まえたので、

銀行のキャシュカードを預かりに行きます。」旨の電話の後に、警察官を名乗る

男が自宅に訪問し、キャッシュカードをだまし取られる被害が発生しています。

警察官が個人宅に出向いてキャッシュカードを預かることはありませんので、

ご注意ください。

さらに先月、南那須地区の民家敷地において熊やサルの目撃情報がありました。

外に出る際は十分に注意し、目撃した場合は、警察や市役所に通報してください。

那須烏山警察署

Tel ８２－０１１０

江川駐在所

Tel ８８－２７２０

○ こ ど も が 安 全 に 通 行 で き る 道 路 交 通 環 境 の 確 保 と 安 全 な 横 断 方 法 の 実 践

○ 歩 行 者 優 先 意 識 の 徹 底 と 「 思 い や り ・ ゆ ず り 合 い 」 運 転 の 励 行

○ 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
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